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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長さ方向に配列された複数の振動素子を有する振動子を利用して、超音波を送信し、生
体の組織で反射した前記超音波を受信する超音波プローブと接続可能な超音波診断装置で
あって、
　前記振動子に対し、前記振動素子の配列方向に沿った異なる位置から超音波を逐次送信
させる送信部と、
　血管で反射された前記超音波である反射波を、前記振動子を用いて繰り返し受信して複
数の受信信号を生成する受信部と、
　前記複数の受信信号に基づいて、前記反射波の強度分布に関する強度情報を生成する強
度情報生成部と、
　前記強度情報に基づいて、前記反射波の強度が最大になったときの前記振動素子の配列
方向に沿った位置を特定する判定部と、
　を備える、超音波診断装置。
【請求項２】
　前記超音波プローブは、前記超音波プローブ内において前記振動子の位置を変化させる
駆動装置を有し、
　前記超音波診断装置は、前記駆動装置を制御して、前記判定部で特定する前記位置の情
報に基づいて前記振動子の移動を制御し、前記振動子が前記超音波を送信する位置を変化
させるプローブ制御部をさらに備えている、請求項１に記載の超音波診断装置。
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【請求項３】
　前記判定部で特定する前記位置で前記超音波を送信して前記血管の性状特性又は形状特
性を演算する演算部をさらに備え、
　前記演算部が前記特定された前記位置における前記血管の性状特性値又は形状特性値を
測定した後に、前記プローブ制御部は前記駆動装置を制御して、前記超音波の送信方向に
垂直で、かつ、前記振動子を前記長さ方向に垂直な方向に移動させる、請求項２に記載の
超音波診断装置。
【請求項４】
　前記送信部は、移動後の前記振動子に対して、さらに前記長さ方向に沿った異なる位置
から超音波を逐次送信させる、請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　超音波を送信し、生体の組織で反射した前記超音波を受信する振動子、および、前記振
動子の角度を変化させる駆動装置を有する超音波プローブと接続可能な超音波診断装置で
あって、
　前記駆動装置を制御して、前記超音波を送信する方向を変化させるプローブ制御部と、
前記振動子に対し、超音波を送信させる送信部と、
　血管で反射された前記超音波である反射波を受信して、受信信号を生成する受信部と、
　前記受信信号に基づいて、前記反射波の反射強度に関する強度情報を生成する強度情報
生成部と、
　前記強度情報に基づいて、前記反射波の強度が最大になったときの角度を特定する判定
部と、
　を備える、超音波診断装置。
【請求項６】
　前記プローブ制御部は、前記判定部で特定する前記角度の情報に基づいて前記振動子の
回転を制御する、請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記判定部で特定する前記角度で前記超音波を送信して前記血管の性状特性又は形状特
性を演算する演算部を備える、請求項５又は６に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記プローブ制御部が前記振動子の角度を変化させる前後において、
　前記送信部は、前記振動子に対し前記超音波をそれぞれ送信させ、
　前記受信部は、それぞれ送信された各超音波に対応する各受信信号を生成し、
　前記強度情報生成部は、前記各受信信号に基づいて、前記反射波の反射強度を示す強度
情報を生成し、
　前記プローブ制御部は、前記振動子の角度を変化させた後の反射強度が、前記振動子の
角度を変化させる前の反射強度よりも小さくなるまで、前記振動子の角度を変化させる、
請求項５から７のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記振動子は、長さ方向に配列された複数の振動素子を有しており、
　前記判定部によって反射強度が最大になったときの角度が特定された後において、
　前記送信部は前記振動子に対し、前記振動素子の配列方向に沿った異なる位置から超音
波を逐次送信させ、
　前記受信部は、前記反射波を、前記振動子を用いて繰り返し受信して複数の受信信号を
生成し、
　前記強度情報生成部は、前記複数の受信信号に基づいて、前記反射波の強度分布に関す
る強度情報を生成し、
　前記判定部は、前記強度情報に基づいて、前記反射波の強度が最大になったときの、前
記振動素子の配列方向に沿った位置を特定する、請求項５から８のいずれか１項に記載の
超音波診断装置。
【請求項１０】
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　測定された前記血管の性状特性値又は形状特性値を表示するための表示部をさらに備え
た、請求項３、４または７のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　長さ方向に配列された複数の振動素子を有する振動子を利用して、超音波を送信し、生
体の組織で反射した前記超音波を受信する超音波プローブと接続可能な超音波診断装置で
あって、
　前記振動子に対し、前記振動素子の配列方向に沿った異なる位置から超音波を逐次送信
させる送信部と、
　血管で反射された前記超音波である反射波を、前記振動子を用いて繰り返し受信して複
数の受信信号を生成する受信部と、
　前記複数の受信信号の各々に基づいて、前記血管の歪み量を演算する演算部と、
　前記歪み量が最大になったときの前記振動素子の配列方向に沿った位置を特定する判定
部と、
　を備え、
　前記演算部は、特定された前記位置で受信された前記超音波に基づいて、前記血管の歪
み量以外の前記血管の性状特性値を演算する、
　超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置および超音波プローブに関し、特に、生体内の組織の性状特
性を測定する超音波診断装置およびその制御方法、当該超音波診断装置に利用される超音
波プローブの構造および制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、心筋梗塞や脳梗塞などの循環器系疾病を患う人々が増加してきており、このよう
な疾病の予防および治療を行うことが大きな課題となっている。心筋梗塞や脳梗塞の発病
には、動脈硬化が深く関係している。そのため、動脈硬化が進行する早期段階において、
動脈硬化の度合いを診断する診断方法あるいは診断装置が求められている。
【０００３】
　従来、動脈硬化病変の診断は、血管カテーテルを用いて血管内部の様子を直接観察する
ことによって行われていた。しかし、この診断では、血管カテーテルを血管に挿入する必
要があるため、被験者への肉体的な負荷が大きいという問題があった。このため、血管カ
テーテルによる観察は、動脈硬化病変が存在していることが確かである被験者に対して、
その場所を特定するために用いられ、例えば、健康管理のための検査として、この方法が
用いられることはなかった。
【０００４】
　被験者への肉体的な負担が少ない非侵襲の医療診断装置として、超音波診断装置やＸ線
診断装置が従来用いられている。超音波やＸ線を体外から照射することによって、被験者
に苦痛を与えることなく、体内の形状情報、あるいは形状の時間変化情報を得ることがで
きる。体内の測定対象物の形状の時間変化情報（運動情報）が得られると、測定対象物の
性状情報を求めることができる。たとえば、血管の弾性率は、心拍による大振幅変位運動
に重畳されている血管の微小な厚みの変化、つまり血管の歪み量と、血圧差とに基づいて
求められる。したがって、運動情報を得ることにより、生体内の血管の弾性特性を求める
ことができ、動脈硬化の程度を直接知ることが可能となる。
【０００５】
　特に超音波診断は、Ｘ線診断と比較した場合、被験者に超音波プローブを当てるだけで
測定できるので、被験者への造影剤投与が不要である点やＸ線被爆のおそれがない点で優
れている。
【０００６】
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　近年のエレクトロニクス技術の進歩によって、超音波診断装置の測定精度を飛躍的に向
上させることも可能になってきた。これに伴って、生体組織の微小運動を計測する超音波
診断装置の開発が進んでいる。生体組織の微小運動を高精度に計測することにより、動脈
壁の弾性特性の二次元分布を詳細に測定することが可能となる。
【０００７】
　例えば、特許文献１は、制約付き最小二乗法を用いて超音波エコー信号の振幅と位相を
解析することにより、測定対象を高精度でトラッキングする技術を開示している。この技
術を位相差トラッキング法と呼ぶ。この技術によれば、血管運動による振幅が数ミクロン
であり、周波数が数百Ｈｚまでの速い振動成分を高精度に計測できる。このため、血管壁
の厚さ変化や歪みを数ミクロンのオーダーで高精度に計測をすることが可能になると報告
されている。
【０００８】
　また、特許文献２は、被検体に対して複数の走査区画を規定して超音波を走査し、走査
区画ごとの血管弾性率を計測する技術を開示している。
【０００９】
　一方、特許文献３の超音波診断装置は、弾性特性とは異なる血管の特性、具体的には頸
動脈の厚さを示す値を、被験者が動脈硬化であるか否かを判断するための指標として測定
している。頸動脈は、内側から順に内膜、中膜、外膜の３層を有する構造を備えているこ
とが知られている。特許文献３の超音波診断装置は、この内膜と中膜をあわせた厚さ（内
中膜複合体厚：以下ＩＭＴと呼ぶ）の値を計測している。
【００１０】
　なお、特許文献３の超音波診断装置には血管３の変位（歪み）を計測する手段がないた
め、血管の弾性特性を測定することはできない。また、この超音波診断装置にはＩＭＴ値
を計測前の段階で血管の３次元表示するための機能が必須であり、処理に時間を要すると
ともに、高コスト化が避けられない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平１０－５２２６号公報
【特許文献２】特開２００１－２９２９９５号公報
【特許文献３】特開２００６－０００４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　血管の弾性特性を正確に計測するためには、血管の形状に関する正確な時間変化情報（
運動情報）が必要である。そのためには、超音波の音響線が血管断面の中心を通る状態で
血管の変位計測を行わなければならない。
【００１３】
　たとえば、図１９の（ａ１）は、血管３に対して理想的に配置されたプローブ１００の
上面図であり、（ａ２）はその断面図である。プローブ１００内に設けられた振動子１０
１から出力される超音波の音響線が、血管３の断面の中心ｏを通っている。この状態であ
れば、心拍によって血管３の厚さが変化する方向と音響線の方向とは一致するため、血管
の正確な歪み量を測定できる。よって、正確な弾性率を測定することができる。
【００１４】
　しかしながら、従来の超音波診断装置では、超音波の音響線が血管断面の中心ｏを通っ
ているか否かに関して特に注意が払われていなかった。これは、超音波診断装置の使用者
が操作に熟達していることを前提としているためと考えられるが、操作に慣れていない使
用者による使用も当然に予想されるため、このような前提は適切ではない。
【００１５】
　操作に慣れていない使用者は、超音波の音響線が血管断面の中心を通るようにプローブ
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１００を配置することは困難である。たとえば、図１９の（ｂ１）は、血管３の中心から
ずれた位置に配置されたプローブ１００の上面図を示す。そして図２３の（ｂ２）はその
断面図を示す。この状態では、血管３の厚さが変化する方向と音響線の方向とが一致して
いないため、血管の正確な歪み量を測定できない。
【００１６】
　上述の例は、プローブ１００が血管３と平行に配置されている例を示している。しかし
ながら、血管３の方向は外部から視認できないため、血管３と垂直に近い状態で配置され
ることもある。図２０（ａ）および（ｂ）は、血管３とは平行でない状態で配置されたプ
ローブ１００の上面図を示す。振動子１０１からの音響線が血管断面の中心を常に通って
いないため、やはり血管の正確な歪み量を測定できない。
【００１７】
　さらに、血管３は必ずしも表皮に平行に伸びているとは限らない。血管３が表皮から体
内の深さ方向に伸びている場合には、表皮と平行な平面内でプローブ１００をどのように
配置したとしても、振動子１０１からの音響線が血管断面の中心を常に通ることはなくな
る。すると、やはり血管の正確な歪み量を測定できない。
【００１８】
　上述したいずれの場合であっても、特に装置の操作に慣れていない使用者は、画像を見
ながら手技で血管断面の中心を探し出すことは困難である。これでは測定された弾性特性
は不正確になる。
【００１９】
　本発明の目的は、弾性特性の計測時において、超音波振動子からの音響線が血管断面の
中心を通るように、超音波振動子と血管との位置関係を調整するための構成を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明による超音波診断装置は、長さ方向に配列された複数の振動素子を有する振動子
を利用して、超音波を送信し、生体の組織で反射した前記超音波を受信する超音波プロー
ブと、前記振動子に対し、前記長さ方向に沿った異なる位置から超音波を逐次送信させる
送信部と、前記血管で反射された前記超音波を、前記振動子を用いて繰り返し受信して複
数の受信信号を生成する受信部と、前記複数の受信信号に基づいて、前記反射波の強度分
布に関する強度情報を生成する強度情報生成部と、前記強度情報に基づいて、前記反射強
度が最大になったときの前記長さ方向に沿った位置を特定する判定部とを備え、特定され
た前記位置で前記超音波を送信して前記血管の性状特性値を演算する。
【００２１】
　前記超音波プローブは、前記超音波プローブ内において前記振動子の位置を変化させる
駆動装置を有し、前記超音波診断装置は、前記駆動装置を制御して、前記振動子が前記超
音波を送信する位置を変化させるプローブ制御部と、前記血管の性状特性値を演算する演
算部とをさらに備えており、前記演算部が前記特定された前記位置における前記血管の性
状特性値を測定した後に、前記プローブ制御部は前記駆動装置を制御して、前記超音波の
送信方向に垂直で、かつ、前記振動子を前記長さ方向に垂直な方向に移動させてもよい。
【００２２】
　前記送信部は、移動後の前記振動子に対して、さらに前記長さ方向に沿った異なる位置
から超音波を逐次送信させてもよい。
【００２３】
　本発明による超音波診断装置は、超音波を送信し、生体の組織で反射した前記超音波を
受信する振動子、および、前記振動子の角度を変化させる駆動装置を有する前記超音波プ
ローブと、前記駆動装置を制御して、前記超音波を送信する方向を変化させるプローブ制
御部と、前記振動子に対し、超音波を送信させる送信部と、前記血管で反射された前記超
音波を受信して、受信信号を生成する受信部と、前記受信信号に基づいて、前記反射波の
反射強度に関する強度情報を生成する強度情報生成部と、前記強度情報に基づいて、前記
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反射強度が最大になったときの角度を特定する判定部とを備え、特定された前記角度で前
記超音波を送信して前記血管の性状特性値を演算する。
【００２４】
　前記プローブ制御部が前記振動子の角度を変化させる前後において、前記送信部は、前
記振動子に対し前記超音波をそれぞれ送信させ、前記受信部は、それぞれ送信された各超
音波に対応する各受信信号を生成し、前記強度情報生成部は、前記各受信信号に基づいて
、前記反射波の反射強度を示す強度情報を生成し、前記プローブ制御部は、前記振動子の
角度を変化させた後の反射強度が、前記振動子の角度を変化させる前の反射強度よりも小
さくなるまで、前記振動子の角度を変化させてもよい。
【００２５】
　前記振動子は、長さ方向に配列された複数の振動素子を有しており、前記判定部によっ
て反射強度が最大になったときの角度が特定された後において、前記送信部は前記振動子
に対し、前記長さ方向に沿った異なる位置から超音波を逐次送信させ、前記受信部は、前
記血管で反射された前記超音波を、前記振動子を用いて繰り返し受信して複数の受信信号
を生成し、前記強度情報生成部は、前記複数の受信信号に基づいて、前記反射波の強度分
布に関する強度情報を生成し、前記判定部は、前記強度情報に基づいて、前記反射強度が
最大になったときの、前記長さ方向に沿った位置を特定し、特定された前記位置で前記超
音波を送信して前記血管の性状特性値を演算してもよい。
【００２６】
　前記超音波診断装置は、測定された前記血管の性状特性値を表示するための表示部をさ
らに備えていてもよい。
【００２７】
　本発明による超音波診断装置は、長さ方向に配列された複数の振動素子を有する振動子
を利用して、超音波を送信し、生体の組織で反射した前記超音波を受信する超音波プロー
ブと、前記振動子に対し、前記長さ方向に沿った異なる位置から超音波を逐次送信させる
送信部と、前記血管で反射された前記超音波を、前記振動子を用いて繰り返し受信して複
数の受信信号を生成する受信部と、前記複数の受信信号の各々に基づいて、前記血管の歪
み量を演算する演算部と、前記歪み量が最大になったときの前記長さ方向に沿った位置を
特定する判定部とを備え、前記演算部は、特定された前記位置で受信された前記超音波に
基づいて、前記血管の歪み量以外の前記血管の性状特性値を演算する。
【００２８】
　本発明による超音波診断装置は、長さ方向に配列された複数の振動素子を有する振動子
を利用して、超音波を送信し、生体の組織で反射した前記超音波を受信する超音波プロー
ブと接続可能な超音波診断装置であって、前記振動子に対し、前記長さ方向に沿った異な
る位置から超音波を逐次送信させる送信部と、血管で反射された前記超音波を、前記振動
子を用いて繰り返し受信して複数の受信信号を生成する受信部と、前記複数の受信信号に
基づいて、前記反射波の強度分布に関する強度情報を生成する強度情報生成部と、前記強
度情報に基づいて、前記反射強度が最大になったときの前記長さ方向に沿った位置を特定
する判定部とを備えている。
【００２９】
　前記超音波プローブは、前記超音波プローブ内において前記振動子の位置を変化させる
駆動装置を有し、前記超音波診断装置は、前記駆動装置を制御して、前記判定部で特定す
る前記位置の情報に基づいて前記振動子の移動を制御し、前記振動子が前記超音波を送信
する位置を変化させるプローブ制御部をさらに備えていてもよい。
【００３０】
　前記発明による超音波診断装置は、前記判定部で特定する前記位置で前記超音波を送信
して前記血管の性状特性又は形状特性を演算する演算部をさらに備え、前記演算部が前記
特定された前記位置における前記血管の性状特性値又は形状特性値を測定した後に、前記
プローブ制御部は前記駆動装置を制御して、前記超音波の送信方向に垂直で、かつ、前記
振動子を前記長さ方向に垂直な方向に移動させてもよい。
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【００３１】
　前記送信部は、移動後の前記振動子に対して、さらに前記長さ方向に沿った異なる位置
から超音波を逐次送信させてもよい。
【００３２】
　本発明の超音波診断装置は、超音波を送信し、生体の組織で反射した前記超音波を受信
する振動子、および、前記振動子の角度を変化させる駆動装置を有する前記超音波プロー
ブと接続可能な超音波診断装置であって、前記駆動装置を制御して、前記超音波を送信す
る方向を変化させるプローブ制御部と、　前記振動子に対し、超音波を送信させる送信部
と、前記血管で反射された前記超音波を受信して、受信信号を生成する受信部と、前記受
信信号に基づいて、前記反射波の反射強度に関する強度情報を生成する強度情報生成部と
、前記強度情報に基づいて、前記反射強度が最大になったときの角度を特定する判定部と
を備えている。
【００３３】
　前記プローブ制御部は、前記判定部で特定する前記角度の情報に基づいて前記振動子の
回転を制御してもよい。
【００３４】
　前記超音波診断装置は、前記判定部で特定する前記角度で前記超音波を送信して前記血
管の性状特性又は形状特性を演算する演算部をさらに備えていてもよい。
【００３５】
　前記プローブ制御部が前記振動子の角度を変化させる前後において、前記送信部は、前
記振動子に対し前記超音波をそれぞれ送信させ、前記受信部は、それぞれ送信された各超
音波に対応する各受信信号を生成し、前記強度情報生成部は、前記各受信信号に基づいて
、前記反射波の反射強度を示す強度情報を生成し、前記プローブ制御部は、前記振動子の
角度を変化させた後の反射強度が、前記振動子の角度を変化させる前の反射強度よりも小
さくなるまで、前記振動子の角度を変化させてもよい。
【００３６】
　前記振動子は、長さ方向に配列された複数の振動素子を有しており、前記判定部によっ
て反射強度が最大になったときの角度が特定された後において、前記送信部は前記振動子
に対し、前記長さ方向に沿った異なる位置から超音波を逐次送信させ、前記受信部は、前
記血管で反射された前記超音波を、前記振動子を用いて繰り返し受信して複数の受信信号
を生成し、前記強度情報生成部は、前記複数の受信信号に基づいて、前記反射波の強度分
布に関する強度情報を生成し、前記判定部は、前記強度情報に基づいて、前記反射強度が
最大になったときの、前記長さ方向に沿った位置を特定してもよい。
【００３７】
　前記超音波診断装置は、測定された前記血管の性状特性値又は形状特性値を表示するた
めの表示部をさらに備えていてもよい。
【００３８】
　本発明による超音波診断装置は、長さ方向に配列された複数の振動素子を有する振動子
を利用して、超音波を送信し、生体の組織で反射した前記超音波を受信する超音波プロー
ブと接続可能な超音波診断装置であって、前記振動子に対し、前記長さ方向に沿った異な
る位置から超音波を逐次送信させる送信部と、血管で反射された前記超音波を、前記振動
子を用いて繰り返し受信して複数の受信信号を生成する受信部と、前記複数の受信信号の
各々に基づいて、前記血管の歪み量を演算する演算部と、前記歪み量が最大になったとき
の前記長さ方向に沿った位置を特定する判定部とを備え、前記演算部は、特定された前記
位置で受信された前記超音波に基づいて、前記血管の歪み量以外の前記血管の性状特性値
を演算する。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明の超音波診断装置は、長さ方向に沿った振動子の異なる位置から超音波を逐次送
信させて、受信信号の反射強度を取得する。そして、超音波診断装置の判定部は、反射波
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の強度を示す強度情報に基づいて反射強度が最大になったときの振動子の位置を特定する
。これにより、弾性特性の計測時において、超音波振動子からの音響線が血管断面の中心
を通るように、超音波振動子と血管との位置関係を調整することが可能となる。そして、
その位置における血管の弾性特性を演算することにより、血管の正確な弾性特性を得るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】超音波診断装置１１を用い、血管３の弾性特性の計測を行うための構成を示すブ
ロック図である。
【図２】超音波プローブ１３に内蔵された超音波振動子群３０を示す図である。
【図３】（ａ１）および（ｂ１）は、ｘ方向に沿って配列された複数の超音波振動素子を
用いて焦点を形成したときの超音波集束波の模式図であり、（ａ２）および（ｂ２）は超
音波集束波の簡略図である。
【図４】生体の組織を伝播する超音波ビームを模式的に示す図である。
【図５】超音波診断装置１１の内部構成を示すブロック図である。
【図６】演算部１９の内部構成を示すブロック図である。
【図７】表示部２１上に示された血管壁４０およびＲＯＩ４１の模式図である。
【図８】血管壁４０のＲＯＩ４１で規定される領域における弾性特性を示す図である。
【図９】超音波を発生させながらｘ軸方向を走査する振動子３０を示す図である。
【図１０】超音波でｘ軸方向を走査した結果、強度情報生成部２３が生成した超音波反射
波の反射強度の分布を示す図である。
【図１１】（ａ）および（ｂ）は本実施形態による超音波プローブ１３の物理的な構成を
示す図である。
【図１２】実施形態１による超音波診断装置１１において血管３の弾性特性を計測する処
理の手順を示すフローチャートである。
【図１３】（ａ）および（ｂ）は、ケース５０の比較的上方の点Ｋを支軸としてケース５
０を振り子のように振動させる超音波プローブ１３の構成例を示す図である。
【図１４】０度から徐々に大きくなるように超音波プローブ１３の角度を変更しながら超
音波を送信したときの、強度情報生成部２３が生成した超音波反射波の反射強度の分布を
示す図である。
【図１５】振動子３０の変形である振動子３５を示す図である。
【図１６】振動子３５の角度と、超音波振動子群３５ａおよび超音波振動子群３５ｂにお
いて検出された反射強度の差分値Ｔとの関係を示す図である。
【図１７】ｙ軸方向に移動可能で、かつ、ｘ軸を中心にして回転可能な超音波プローブ１
３の物理的な構成を示す図である。
【図１８】実施形態２による超音波診断装置１１において血管３の弾性特性を計測する処
理の手順を示すフローチャートである。
【図１９】（ａ１）および（ａ２）は血管３に対して理想的に配置されたプローブ１００
の上面図および断面図であり、（ｂ１）および（ｂ２）は血管３の中心からずれた位置に
配置されたプローブ１００の上面図および断面図である。
【図２０】（ａ）および（ｂ）は、血管３とは平行でない状態で配置されたプローブ１０
０の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、添付の図面を参照して、本発明による超音波診断装置の実施形態を説明する。
【００４２】
　図１は、超音波診断装置１１を用い、血管３の弾性特性の計測を行うための構成を示す
ブロック図である。この構成は各実施形態において共通である。
【００４３】
　超音波プローブ１３は被験者の体表２に密着するよう支持され、１または複数の超音波
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振動素子を利用して血管外組織１および血管３を含む体組織内部へ超音波（音響線）を送
信する。血管外組織１は脂肪や筋肉等により構成される。送信された超音波は血管３や血
液５にて反射、散乱し、その一部が超音波プローブ１３へ戻り、エコーとして受信される
。
【００４４】
　超音波プローブ１３は、アレー状に配列された複数の超音波振動素子を内蔵している。
後述の実施形態においては、本発明による超音波プローブ１３の特徴的な構造および動作
を説明するが、ここでは超音波プローブ１３の基本的な動作原理を概説する。
【００４５】
　図２は、超音波プローブ１３に内蔵された超音波振動素子群を有する振動子３０を示す
。振動子３０では、超音波振動素子群が、たとえば一方向に沿って並べられており、いわ
ゆる１Ｄアレイ振動子を構成している。
【００４６】
　振動子３０は、各超音波振動素子を順次揺動させて超音波の送受信を行い、所定範囲を
走査することができる。また振動子３０は、複数の超音波振動素子からの各超音波の位相
を所定の位置（焦点位置）において重ね合わせ、焦点位置において反射した信号を受信す
ることもできる。後者の例を図３に示す。
【００４７】
　図３の（ａ１）および（ｂ１）は、ｘ方向に沿って配列された複数の超音波振動素子を
用いて焦点を形成したときの超音波の集束波を模式的に示している。超音波の集束波は図
示されるような所定の幅を持っており、ｚ軸方向の所定の深さにおいて焦点を有する。
【００４８】
　なお、本願図面上では記載を簡略化することもある。たとえば図３（ａ１）に対応する
超音波の集束波に代えて、図３（ａ２）において「音響線」として示される超音波ビーム
の中心軸のみを記載することがある。また図３（ｂ１）に対応する超音波の集束波に代え
て、図３（ｂ２）において「音響線」として示される超音波ビームの中心軸のみを記載す
ることがある。
【００４９】
　図４は、生体の組織を伝播する超音波ビームを模式的に示す。超音波プローブ１３から
出射した超音波送信波は、ある有限の幅を持つ超音波ビーム６７としてｚ軸方向に進行し
、生体組織６０の血管外組織１および血管３中を伝播する。そして、伝播の過程において
血管外組織１および血管３によって反射または散乱した超音波の一部が超音波プローブ１
３へ戻り、超音波反射波として受信される。超音波反射波は時系列信号として検出され、
超音波プローブ１３に近い組織から得られる反射の時系列信号ほど、時間軸上で原点近く
に位置する。超音波ビーム６７の幅（ビーム径）は、遅延時間を変化させることにより制
御することができる。
【００５０】
　上述したように超音波反射波は血管外組織１、血管３、および血液５より生じる。音響
線６６上に位置する血管前壁の複数の測定対象位置Ｐn（Ｐ1、Ｐ2、Ｐ3、Ｐk・・・Ｐn、
ｎは３以上の自然数）は、ある一定間隔で超音波プローブ１３に近い順にＰ1、Ｐ2、Ｐ3

、Ｐk・・・Ｐnと配列されている。図４の上方を正、下方を負とする座標軸を深さ方向に
設け、測定対象位置Ｐ1、Ｐ2、Ｐ3、Ｐk・・・Ｐnの座標をそれぞれＺ1、Ｚ2、Ｚ3、Ｚk

、・・・Ｚnとすると、測定対象位置Ｐkからの反射は、時間軸上でｔk＝２Ｚk／ｃに位置
することになる。ここでｃは体組織内での超音波の音速を示す。反射波信号（時系列信号
）は測定対象位置の状態を表す情報として利用される。
【００５１】
　超音波診断装置１１は、血管の弾性特性や歪みなどの、血管３の性状特性を測定する前
に、血管３に対して超音波を送信して反射波信号を取得する。そして後述する実施形態１
および２として説明する方法によって超音波プローブ１３の振動子３０から送信される超
音波（音響線）が血管３の断面の中心を通るように、超音波プローブ１３または振動子３
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０と血管３との位置関係を調整する。
【００５２】
　両者の位置関係の調整が完了すると、超音波診断装置１１は、超音波を体組織内部へ再
度送信し、受信したエコーによる受信信号の解析および演算を行う。超音波診断装置１１
は、たとえば特許文献１に開示されている方法によって、検波信号の振幅および位相の両
方を用い、制約付最小二乗法によって対象の瞬時の位置を決定し、高精度な（位置変化量
の測定精度は±０．２ミクロン程度）位相トラッキングを行う。これにより、超音波診断
装置１１は、血管外組織１や血管３の運動情報、たとえば血管３の壁における微小部位の
位置および厚さの時間変化を十分な精度で測定することができる。
【００５３】
　超音波診断装置１１には血圧計１２が接続されており、血圧計１２が測定した被験者の
血圧値に関する情報が超音波診断装置１１へ入力される。血圧計１２から得た血圧に関す
る情報を用いることによって、血管３の壁における微小部位の弾性特性を求めることがで
きる。
【００５４】
　また、超音波診断装置１１には心電計２２が接続されている。超音波診断装置１１は、
心電計２２から心電波形を受け取り、測定データの取得やデータリセットのタイミングを
決定するトリガー信号として心電波形を使用する。
【００５５】
　以下の実施形態においては、超音波診断装置を利用して血管の弾性特性を求める例を説
明するが、血管の弾性特性以外の血管の性状特性、たとえば血管の歪みなどを測定するこ
とも可能である。
【００５６】
　（実施形態１）
　以下、本実施形態による超音波診断装置１１を説明する。
【００５７】
　図５は、超音波診断装置１１の内部構成を示すブロック図である。
【００５８】
　超音波診断装置１１は、送信部１４、受信部１５、遅延時間制御部１６、位相検波部１
７、フィルタ部１８、演算部１９、演算データ記憶部２０、表示部２１、強度情報生成部
２３、中心位置判定部２４、および、プローブ制御部２５を備えている。また、これら各
構成要素を制御するため、マイコンなどからなる制御部２６を備えている。
【００５９】
　超音波診断装置１１の各構成要素のうち、強度情報生成部２３、中心位置判定部２４お
よびプローブ制御部２５は、主として、超音波が血管断面の中心を通るように振動子３０
と血管との位置関係を調整するために設けられている。一方、位相検波部１７、フィルタ
部１８、演算部１９、演算データ記憶部２０および表示部２１は、主として血管３の弾性
特性を測定し、測定結果を表示するために設けられている。送信部１４、受信部１５、遅
延時間制御部１６および制御部２６は、振動子３０と血管との位置関係の調整、および、
血管の弾性特性の測定のいずれの動作時においても動作する。
【００６０】
　なお、図５に示す超音波診断装置１１は超音波プローブ１３を含んでいない。しかしな
がら、超音波プローブ１３は超音波診断装置１１の動作に必須であるため、超音波プロー
ブ１３を超音波診断装置１１の構成要素として捉えてもよい。
【００６１】
　以下、超音波診断装置１１の各構成要素の機能を説明する。
【００６２】
　送信部１４は、所定の駆動パルス信号を生成し、超音波プローブ１３に出力する。駆動
パルス信号により超音波プローブ１３から送信される超音波送信波は、血管３等の体組織
において反射、散乱し、生じた超音波反射波が超音波プローブ１３により検出される。超
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音波を発生させる駆動パルスの周波数は、時間軸上で隣接している前後の超音波パルスが
重ならないように、測定対象の深さと超音波の音速とを考慮して決定される。
【００６３】
　受信部１５は超音波プローブ１３を用いて超音波反射波を検出し、検出によって得られ
た信号を増幅することにより、受信信号を生成する。受信部１５はＡ／Ｄ変換部を含み、
受信信号をさらにデジタル信号に変換する。送信部１４および受信部１５は電子部品など
を用いて構成される。
【００６４】
　遅延時間制御部１６は送信部１４および受信部１５に接続されており、送信部１４から
超音波プローブ１３の超音波振動子群に与える駆動パルス信号の遅延時間を制御する。こ
れにより、超音波プローブ１３から送信される超音波送信波の超音波ビームの音響線の方
向や焦点深度を変化させる。また、超音波プローブ１３によって受信され、受信部１５に
よって生成した受信信号の遅延時間を制御することにより、開口径を変化させたり、焦点
位置を変化させたりすることができる。遅延時間制御部１６の出力は位相検波部１７に入
力される。
【００６５】
　位相検波部１７は、遅延時間制御部１６で遅延制御された受信信号を位相検波し、実部
信号と虚部信号とに分離する。分離された実部信号および虚部信号はフィルタ部１８に入
力される。フィルタ部１８は、高周波成分、測定対象以外からの反射成分およびノイズ成
分等を除去する。位相検波部１７およびフィルタ部１８はソフトウエアによってもハード
ウエアによっても構成することができる。これにより、血管３の組織内部に設定された複
数の測定対象位置にそれぞれ対応し、実部信号と虚部信号を含む位相検波信号を生成する
。
【００６６】
　演算部１９は、種々の演算を行う。図６は、演算部１９の演算処理を実現する機能ブロ
ックを示す。演算部１９は、形状測定値演算部３１および性状特性値演算部３２とを含む
。心電計２２から得られる心電波形は、演算部１９へ入力され、測定データの取得やデー
タリセットのタイミングを決定するトリガー信号として使用される。この目的においては
、心電計２２は他の生体信号検出手段である心音計や脈波計と置き換えることも可能であ
り、心電波形の替わりに心音波形や脈波波形をトリガー信号として用いることも可能であ
る。
【００６７】
　形状測定値演算部３１は、位相検波信号の実部信号および虚部信号を用いて、血管３の
組織内部に設定された複数の測定対象位置における位置変位量（位置の時間変位量）を求
める。位置変位量は、測定対象位置（トラッキング位置）の運動速度を求め、この運動速
度を積分することによっても同様に求めることもできる。そして複数の位置変位量から選
ばれる任意の２つの位置における位置変位量の差分を求めることにより、その２点間の厚
さ変化量を求めることができる。２つの位置の初期値あるいは、２つの位置における位置
変位量の差分の初期値が与えられる場合には、２点間の厚さを求めることができる。
【００６８】
　なお、厚さまたは厚さ変化量を規定する２点は、血管３の組織内部に設定された測定対
象位置と一致していなくてもよい。たとえば、複数の測定対象位置の中心の位置を用いて
もよい。この場合には、中心を求めた複数の測定対象位置の位置変位量を平均し、平均し
た位置変位量を用いることが好ましい。複数の測定対象位置を用いる場合には、複数の測
定対象位置を代表する位置および位置変位量は、単純な平均によって求めてもよいし、重
み付けを行ってもよく、複数の測定対象位置に基づいて、２つの位置およびその位置にお
ける位置変位量が求められておればよい。
【００６９】
　性状特性値演算部３２は、求めた厚さ変化量の最大値と最小値との差分から、最大厚さ
変化量を計算し、血圧計１２から得られる血圧データとから、２点間に位置する組織の弾
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性特性を求める。
【００７０】
　具体的には、性状特性値演算部３２は、対象組織Ｔｋの厚さＨｋ（最低血圧時の値）、
対象組織の厚さ変化量Ｄｋ（ｔ）の最大値と最小値との差Δｈｋおよび最低血圧値と最高
血圧値との差である脈圧Δｐを用い、対象組織Ｔｋにおける血管のスティフネスを表わす
弾性指標Ｅｋを下記の式として表す。
　　　　Ｅｋ＝Δｐ×（Δｈｋ／Ｈｋ）
【００７１】
　なお、任意の２点で挟まれた１点の弾性特性を求めてもよい。ただし、本実施の形態で
用いている超音波プローブ１３は、アレー状に配列された複数の超音波振動素子を有して
いるため、断層面内の任意の領域内すべての箇所の弾性特性を求めることが可能である。
【００７２】
　なお、性状特性値演算部３２は弾性特性を求めるためにのみ設けられているのではなく
、たとえばΔｈｋ／Ｈを演算して、血管の性状特性のひとつである歪みを求めてもよい。
【００７３】
　再び図５を参照する。表示部２１は、求められた生体組織の最大厚さ変化量、歪み、あ
るいは弾性特性をマッピングし、形状測定値または性状測定値の空間分布を示す心周期毎
の空間分布画像を表示する。空間分布画像は１次元であってもよいし、２次元あるいは３
次元であってもよい。形状測定値または性状測定値に応じた色あるいは諧調によって表示
すれば、測定結果を把握し易い。
【００７４】
　このとき、操作者は、形状測定値または性状測定値を求めたい任意領域を表示部２１上
において指定することによって決定できる。この領域はＲＯＩ（Ｒｅｇｉｏｎ　Ｏｆ　Ｉ
ｎｔｅｒｅｓｔの略）と呼ばれる。ＲＯＩは、操作者が測定値を求めたい領域を指定する
ための表示で、その大きさや位置を表示部２１上で確認しながら、超音波診断装置１１の
インターフェース部（図示せず）を介して自由に設定することが可能である。
【００７５】
　図７は、表示部２１上に示された血管壁４０とＲＯＩ４１とを模式的に示している。Ｒ
ＯＩ４１が規定する領域には、血管壁４０以外の組織も含まれている。血管壁４０の画像
はたとえば上述の演算とは別に受信信号を振幅強度に応じた輝度で変調することにより得
られる。図８は、血管壁４０のＲＯＩ４１で規定される領域における弾性特性を示してい
る。ＲＯＩ４１で規定される領域には、例えば、６行×５列にマッピングされた画像デー
タｆ（ｋ）11～ｆ（ｋ）65が配置され、画像データｆ（ｋ）11～ｆ（ｋ）65が空間分布画
像Ｆｋを構成している。前述したように画像データｆ（ｋ）11～ｆ（ｋ）65は、生体組織
の最大厚さ変化量などの形状測定値あるいは歪みや弾性特性などの性状特性値である。
【００７６】
　演算部１９で演算された位置変位量、厚さ変化量、弾性特性等のデータは、図５に示す
演算データ記憶部２０に記憶され、随時読み取ることが可能である。また、演算部１９で
演算された位置変位量、厚さ変化量、弾性特性等のデータは、表示部２１に入力され、デ
ータを二次元画像などに可視化することができる。さらに、表示部２１と演算データ記憶
部２０とを接続することによって、記憶された各種データを表示部２１に随時表示するこ
ともできる。演算部１９で演算された各種データは、表示部２１へ出力され、記憶部２０
へも出力されることにより、リアルタイムでデータを表示しつつ、データを後で利用する
ことができるよう保存されることが好ましい。しかし、どちらか一方のみの出力を行って
もよい。
【００７７】
　強度情報生成部２３は、遅延時間制御部１６で遅延制御された受信信号の振幅に基づい
て、反射波の強度（反射強度）を測定し、反射強度の分布を示す強度情報を生成する。後
述のように、本実施形態においては、振動子３０のｘ軸（たとえば図４）と血管３が伸び
る方向に沿った血管３の軸（以下「長軸」と呼ぶ。）とが実質的に垂直に配置されている
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。強度情報生成部２３は、振動子３０を利用してｘ軸方向に順次送信された超音波の反射
波の反射強度を測定して強度情報を生成する。
【００７８】
　また、振動子３０は超音波を発生させながら、体表に平行でかつ、ｘ軸方向と垂直な方
向、すなわち、血管の長軸方向に超音波プローブ１３内を移動する。強度情報生成部２３
は、振動子３０の移動に伴って得られる反射強度を測定して強度情報を生成する。
【００７９】
　中心位置判定部２４は、強度情報に基づいて最も強い反射強度が得られたときの超音波
プローブ１３内の振動子３０の位置を特定する。
【００８０】
　プローブ制御部２５は、後述する、超音波プローブ１３内の振動子３０の移動を制御す
るための制御信号を出力する。たとえばプローブ制御部２５は、制御部２６からの指示に
基づいて振動子３０の移動開始および終了、移動方向および移動速度を制御する。またプ
ローブ制御部２５は、中心位置判定部２４によって特定された位置に、振動子３０を移動
させる。
【００８１】
　以下、図９および１０を参照しながら、振動子３０と血管３との位置関係を調整する処
理の原理を説明する。この処理によれば、振動子３０から送信される超音波（音響線）が
血管３の断面の中心を通過するため、血管３の弾性特性を正確に計測可能となる。
【００８２】
　なお、本実施形態においては振動子３０のｘ軸（たとえば図９）と血管３の長軸とが実
質的に垂直に配置されているとする。一方、振動子３０のｚ軸（たとえば図９）と血管３
の長軸とは必ずしも垂直ではなくてもよい。
【００８３】
　図９は、超音波を発生させながらｘ軸方向を走査する振動子３０を示す。振動子３０は
ケース５０に収納されている。
【００８４】
　送信部１４からの制御信号に基づいて、振動子３０は一方の端部から他方の端部まで、
たとえば図３の（ａ１）および（ｂ１）に示すように、超音波を発生させながらｘ軸方向
を走査する。
【００８５】
　図１０は、超音波でｘ軸方向を走査した結果、強度情報生成部２３が生成した超音波反
射波の反射強度の分布を示す。横軸は振動子３０の長さ方向（ｘ軸方向）であり、縦軸が
反射強度である。反射強度が得られると、中心位置判定部２４は最大の反射強度Ｒｍａｘ
が得られたときの振動子３０の位置Ｘｏを特定する。
【００８６】
　中心位置判定部２４によって特定された位置Ｘｏが、超音波の音響線が血管３の断面の
中心を通過する位置に対応する。その理由は以下のとおりである。送信波が断面の中心か
ら離れた位置を通過するほど、送信波は、血管３の外壁および内壁において、入射方向に
対して９０度に近づく角度で反射されるため、血管３からの反射波の検出強度は小さくな
る。一方、超音波送信波が断面の中心ｏに近い位置を通過するほど、血管３の外壁および
内壁において超音波は入射してきた方向に反射されるため、血管３からの反射波の検出強
度は大きくなる。そして超音波送信波が断面の中心ｏを通過するとき、超音波の入射方向
と反射方向は血管３の外壁および内壁において一致するため、反射波の検出強度は最大に
なる。よって、反射強度が最大になるときの超音波を送信した振動子３０上の位置が、超
音波送信波が断面の中心ｏを通過する位置であるといえる。
【００８７】
　位置Ｘｏが特定された後は、送信部１４は位置Ｘｏから超音波を送信することにより、
血管３の弾性特性の計測を行えばよい。
【００８８】
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　上述の例では、振動子３０の位置は固定されていた。しかしながら、振動子３０を血管
３の長軸方向に沿って移動させ、移動後の位置において上述の動作と同じ動作を行うこと
により、血管３の一定範囲の長軸方向の長さにわたって血管３の中心位置を特定しながら
、各位置において正確な弾性特性を計測することができる。
【００８９】
　本実施形態においては、超音波プローブ１３の内部で振動子３０が移動できるよう、超
音波プローブ１３内部に振動子３０を駆動する機構を設けた例を説明する。
【００９０】
　図１１（ａ）および（ｂ）は本実施形態による超音波プローブ１３の物理的な構成を示
す。（ａ）は斜視図であり、（ｂ）は上面図である。超音波プローブ１３は、ラック１１
０およびモータ１１１を備えている。ラック１１０は、歯が設けられた平板状の棒であり
、ケース５０と物理的に結合されている。モータ１１１の回転軸にはピニオンが設けられ
ており、ラック１１０の歯と噛み合わされている。モータ１１１が回転することにより、
そのラック１１０とともにケース５０がｙ軸方向に移動する。これにより、図９に示す振
動子３０の移動が実現される。モータ１１１を回転するための電力の供給、ｙ軸方向の移
動量に対応するモータ１１１の回転数および回転時間は、プローブ制御部２５によって制
御される。
【００９１】
　図１２は、本実施形態による超音波診断装置１１において血管３の弾性特性を計測する
処理の手順を示すフローチャートである。ここでは図１１（ａ）および（ｂ）に示す超音
波プローブ１３が使用されるとする。
【００９２】
　ステップＳ１において、プローブ制御部２５が超音波プローブ１３に制御信号を送ると
、振動子３０は超音波を発生させながらｘ軸方向を走査する。そしてステップＳ２におい
て、強度情報生成部２３は、振動子３０から繰り返し送信された超音波の反射波を検出し
、反射強度を取得する。振動子３０の一方の端部から他方の端部まで超音波を順次送信し
、反射波を受信することにより、反射強度分布が得られる。
【００９３】
　次のステップＳ３では、中心位置判定部２４は、反射強度が最大となる振動子３０上の
位置を、超音波が血管中央ｏを通過する位置（中心位置）として特定する。
【００９４】
　ステップＳ４において、制御部２６はその中心位置における血管３の弾性特性の計測を
指示する。この指示に基づいて、位相検波部１７、フィルタ部１８、演算部１９および演
算データ記憶部２０が動作して、血管３の弾性特性を計測する。
【００９５】
　そしてステップＳ５において、表示部２１は血管長軸の断面図を表示するとともに、演
算部１９によって計測された弾性特性を、その断面図上に重畳して表示する。
【００９６】
　ステップＳ６では、プローブ制御部２５は、超音波プローブ１３内で振動子３０をｙ軸
方向に一定距離だけ移動させる。たとえば、血管３の弾性特性を異なる５箇所について計
測するときは、プローブ制御部２５は、超音波プローブ１３内の可動範囲の１／５の距離
だけ、超音波プローブ１３内で振動子３０をｙ軸方向に移動させる。
【００９７】
　ステップＳ７において、振動子３０が超音波プローブ１３内の可動範囲の終端位置に到
達したか否かを判定する。まだ到達していない場合には、処理はステップＳ１に戻り、到
達していた場合には処理は終了する。
【００９８】
　上述したステップＳ１～３の処理によって、反射強度が最大となる振動子３０上の位置
が、中心位置として特定され、その中心位置において血管３の弾性特性が計測されるため
、血管の正確な歪み量を測定できる。よって、正確な弾性率を測定することができる。
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【００９９】
　（実施形態２）
　実施形態１においては、血管３の断面中心を特定するとともに、振動子３０を超音波プ
ローブ１３内で所定の軸方向に沿って移動させるとした。これは血管３が表皮と平行に伸
びているときには有効である。
【０１００】
　本実施形態においては、血管３が表皮と平行でないときにおいても、血管３に垂直な断
面における中心を特定することが可能な超音波プローブを説明する。
【０１０１】
　図１３（ａ）および（ｂ）は、ケース５０の比較的上方の点Ｋを支軸としてケース５０
を振り子のように振動させる超音波プローブ１３の構成例を示す。支軸は体表に平行であ
る。後述する図１７に示すように、モータの回転がギヤやベルトなどの伝達機構を介して
支軸に伝わるように構成されている。ただし、モータの回転軸を支軸に一致させてもよい
。これにより、振動子３０から送信される超音波の送信方向を変化させることができる。
振動子３０の回転方向および回転する角度の制御は、プローブ制御部２５によって行われ
る。図１３（ａ）および（ｂ）の例における可動角度は－９０度から９０度であるとする
。なお、支軸である点Ｋは体表から離れた位置に設けたが、体表に近い位置に設けてもよ
い。
【０１０２】
　図１３（ａ）は角度θ0（θ0＞０とする）だけ回転させたときの振動子３０を示してお
り、図１３（ｂ）は角度を０としたときの振動子３０を示す。図１３（ａ）および（ｂ）
には、血管３の位置も示されている。本実施形態においては、血管３が表皮と平行ではな
く、表皮から深さ方向に伸びているとしている。
【０１０３】
　このように構成された超音波プローブ１３を用いると、最大反射強度に基づいて、振動
子３０から送信される超音波が血管３の断面中心を通過するときの回転角を特定すれば、
血管３に垂直な断面内の中心位置において血管３の弾性特性を計測できる。
【０１０４】
　図１４は、０度から徐々に大きくなるように振動子３０の角度を変更しながら超音波を
送信したときの、強度情報生成部２３が生成した超音波反射波の反射強度の分布を示す。
超音波の送信回数は、各角度位置において１回でよい。
【０１０５】
　角度０においては、図１３（ｂ）に示すように、超音波は血管３に直角ではない角度で
入射する。入射した超音波は、血管３の外壁および内壁においてその多くが入射方向とは
異なる方向に反射され、一部のみが入射方向に戻り、その反射強度が測定される。
【０１０６】
　角度０から角度θ0にいたるまでは、反射強度は徐々に大きくなっている。反射強度が
大きくなるほど、超音波が血管３に対して垂直により近い角度で入射していることを意味
している。よって、中央位置判定部２４は、より大きい反射強度が得られると、より垂直
に近くなったと判定する。
【０１０７】
　角度を徐々に大きくしていくことにより、反射強度が最大になる角度θ0（θ0＞０）に
いたる。反射強度が最大になったとき、超音波の進行方向は血管３の長軸に対して直交す
る。その理由は、実施形態１において、図９を参照しながら説明したとおりである。
【０１０８】
　角度θ0において反射強度が最大であると判断するためには、振動子３０を角度θ0より
も大きい角度に傾けて反射強度を測定する必要がある。より大きい角度のときに得られた
反射強度が、角度θ0のときの反射強度よりも小さくなったときに、角度θ0において反射
強度が最大になると判断できる。
【０１０９】
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　なお、振動子３０が、図１３（ｂ）に示す角度０の状態から上述の角度θ0（θ0＞０）
とは反対の負の角度側に振られたときは、反射強度は徐々に小さくなる。超音波の送信方
向が血管３と平行に近づいているためである。そこでプローブ制御部２５は、振動子３０
を振る方向を逆に設定する。
【０１１０】
　この構成によれば、超音波プローブ１３の角度と血管３の伸びる角度との関係を意識す
る必要はないため、超音波プローブ１３に不慣れな使用者が使用しても正確な弾性率を測
定することができる。
【０１１１】
　上述の実施形態の説明においては、最大反射強度を利用して、超音波が垂直に血管３に
入射するときの断面中心を通過する位置を特定した。しかし、最大反射強度を利用しなく
ても、中心位置を特定することは可能である。たとえば、図１５に示す、いわゆる１．５
Ｄアレイ振動子を利用することにより、上述の角度θ0を高精度かつ高速に特定すること
ができる。
【０１１２】
　図１５は、振動子３０の変形例である振動子３５を示す。振動子３５は、２列の超音波
振動子群３５ａおよび３５ｂを有する。超音波振動子群３５ａおよび３５ｂは、超音波プ
ローブ１３内の移動方向（ｙ軸方向）に沿って配列されている。
【０１１３】
　振動子３５を利用すると、超音波振動子群３５ａにおいて検出された反射強度、および
、超音波振動子群３５ｂにおいて検出された反射強度の差分Ｔに基づいて中心位置を特定
することができる。その原理は以下のとおりである。
【０１１４】
　図１６は、振動子３５の角度と、超音波振動子群３５ａおよび超音波振動子群３５ｂに
おいて検出された反射強度の差分値Ｔとの関係を示す。振動子３５が図１３（ｂ）に示す
角度０の状態から、図１３（ａ）に示す角度θ0に示す方向に振られると、まず超音波振
動子群３５ｂにおいて検出される反射強度が当初の０から徐々に増加し始める。超音波振
動子群３５ａに関しては、超音波振動子群３５ａが血管３からより離れているため、超音
波振動子群３５ａによって検出される血管３からの反射強度は、超音波振動子群３５ｂに
よって検出される血管３からの反射強度よりも弱い。よって、出力差分Ｔは当初は正の方
向に増加する。
【０１１５】
　その後、振動子３０の角度が大きくなるにつれて超音波振動子群３５ａの反射強度が増
加し始めると、出力差分Ｔは徐々に減少する。そして超音波振動子群３５ａおよび３５ｂ
の出力が等しくなると、出力差分Ｔは０になる。出力差分Ｔが０になっているときは、図
１４に示す方向からみると超音波振動子群３５ａおよび３５ｂが血管３の中心軸に関して
対称に配置されている状態にある。よって、このときの超音波振動子３５の位置が血管に
対して垂直な位置に対応する。
【０１１６】
　振動子３５を用いて反射強度の差分に基づいて中心位置を判定する方法によれば、図１
０に示す最大強度を判定する方法のような反射強度のピーク検出が不要であるため処理時
間が短縮化される。また振動子３５の角度を調整するにあたっては、出力差分Ｔの信号の
正負を確認して正方向への回転か負方向への回転かを判断すればよい。たとえば正ならば
同じ方向へ振動子３０の回転を制御すればよいし、負ならば反対方向へ振動子３０の回転
を制御すればよい。なお本実施形態においては、超音波振動子群３５ａおよび３５ｂの反
射強度の差分の計算は、強度情報生成部２３によって行われる。
【０１１７】
　なお、図１６の波形は理解を容易にするための例であり、必ずしも直線であるとは限ら
ず、曲線として得られる場合もある。
【０１１８】
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　実施形態１においては、体表に平行に振動子３０を移動させて超音波の送信位置を変化
させる構成（図１１等）を説明した。そして本実施形態においては、振動子３０を振り子
のように回転させて超音波の送信角度を変化させる構成（図９）を説明した。これらの構
成は、組み合わせることが可能である。これにより、超音波を送信できる範囲がさらに広
くなり、測定可能範囲を広くすることができる。換言すれば、超音波プローブ１３を体表
に当てる位置に関して、その許容範囲が広くなる。
【０１１９】
　図１７は、ｙ軸方向に移動可能で、かつ、ｘ軸を中心にして回転可能な超音波プローブ
１３の物理的な構成を示す。本実施形態による超音波プローブ１３の構成要素のうち、図
１１（ａ）および（ｂ）の超音波プローブ内の構成要素と同じものには同じ参照符号を付
し、その説明は省略する。
【０１２０】
　実施形態１による超音波プローブに対して、本実施形態による超音波プローブ１３は、
ｘ軸に平行な支軸を中心にして、振動子３０を含むケース５０をモータ１１１によって振
り子のように回転させることができる。図１１に示すラック１１０およびモータ１１１は
、図１７においてはラック１１２およびモータ１１３によって実現されている。
【０１２１】
　本実施形態においては、ケース５０はラック１１２に接続されている。また、ケース５
０は、モータ１１１の動力が伝達される支軸に対して回転できるように接続されている。
回転時においては、ケース５０、ラック１１２およびモータ１１３は一体となって駆動さ
れるとする。モータ１１１の回転およびモータ１１３の回転は、プローブ制御部２５から
の制御信号に基づいて独立して制御される。
【０１２２】
　図１８は、本実施形態による超音波診断装置１１において血管３の弾性特性を計測する
処理の手順を示すフローチャートである。
【０１２３】
　まずステップＳ１０において、振動子３０がｙ軸方向のある位置に存在するときおいて
、プローブ制御部２５が超音波プローブ１３に制御信号を送ると、モータ１１１は、超音
波を発生させながら超音波プローブ内で振動子３０を振り子運動させる。
【０１２４】
　ステップＳ１１において、強度情報生成部２３は、たとえば一方の回転端（＋９０度）
から他方の回転端（－９０度）まで振り子運動する間に送信された超音波の反射波を検出
し、反射強度分布を取得する。
【０１２５】
　ステップＳ１２において、中心位置判定部２４は、反射強度が最大となる振動子の角度
を、超音波が血管を垂直に通過する角度として特定する。その後、制御部２６が図１２の
ステップＳ１～Ｓ４の処理と同じ処理の実行を指示すると、位相検波部１７、フィルタ部
１８、演算部１９および演算データ記憶部２０が動作して、血管に垂直な断面における中
心位置が選定され、その中心位置における血管３の弾性特性が計測される。
【０１２６】
　ステップＳ１３において、表示部２１は血管長軸の断面図を表示するとともに、演算部
１９によって計測された弾性特性を、その断面図上に重畳して表示する。
【０１２７】
　ステップＳ１４において、プローブ制御部２５は、超音波を発生させながら振動子を血
管長軸方向（ｙ軸方向）に一定距離だけ移動させる。
【０１２８】
　ステップＳ１５において、プローブ制御部２５は、振動子が終端位置に到達したか否か
を判定する。まだ到達していない場合には、処理はステップＳ１０に戻り、到達していた
場合には処理は終了する。
【０１２９】
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　上述したステップＳ１０～１２の処理によって、超音波が血管に垂直になるように調整
される。さらに、上述したステップＳ１～３の処理によって、反射強度が最大となる振動
子３０上の位置が中心位置として特定され、その中心位置において血管３の弾性特性が計
測されるため、血管の正確な歪み量を測定できる。よって、正確な弾性率を測定すること
ができる。
【０１３０】
　なお、上述の処理手順では、まず振動子３０を振り子運動させて超音波が血管に垂直に
なるよう調整し、その後、血管長軸方向に振動子３０を移動させるとした。しかしながら
、この順序は例である。たとえば血管長軸方向に振動子３０を移動させながら、各位置に
おいて振動子３０を振り子運動させ、その都度、超音波が血管に垂直になるよう調整して
もよい。
【０１３１】
　実施形態１および２では、反射強度が最大となる振動子３０上の位置（中心位置）が特
定されて、その位置からの音響線が血管３の短軸断面の中心を通るとして、その中心位置
において血管３の弾性特性を計測するとした。
【０１３２】
　しかしながら、反射強度を直接利用しない方法も考えられる。たとえば、振動子３０か
ら超音波を発生させながらｘ軸方向を走査して反射波を受信し、得られたそれぞれの反射
波に基づいて、性状特性値演算部３２を利用して血管組織の厚さの歪み量を計測する。中
心位置判定部２４はその歪み量の計測結果を受けて、歪み量が最大になったときの振動子
３０の長さ方向に沿った位置を特定する。歪み量が最大になったときに音響線が血管３の
短軸断面の中心を通過しているといえる。その理由は以下のとおりである。中心から離れ
ていくにつれて厚さ歪みは徐々に小さくなり、それにしたがって、厚さの上下面での反射
強度も小さくなる。そして血管の端では厚さの上下面での反射はなくなる。中心から厚さ
の上下面の十分な反射がある範囲では、中心を通る音響線による厚さ歪みが最大になると
考えられる。この結果、上述の処理によって特定された位置が上述の中心位置となる。性
状特性値演算部３２は、その中心位置における血管３の弾性特性を計測すればよい。
【０１３３】
　上述の血管組織の厚さの歪みを測定する方法による処理の手順は、たとえば図１２のス
テップＳ３およびＳ４を除いては実施形態１の処理の手順と同じである。具体的には、図
１２のステップＳ３に代えて、各反射波に基づいて性状特性値演算部３２が血管組織の歪
みを計測する処理を行えばよい。またステップＳ４に代えて、管組織の歪みが最大となっ
たときの位置を中心位置判定部２４が中心位置として特定し、性状特性値演算部３２が、
その中心位置において受信された超音波の反射波に基づいて血管３の弾性特性を計測すれ
ばよい。
【０１３４】
　その結果、ステップＳ５では、中心位置における弾性特性が表示されることになる。な
お、中心位置が特定された後は、改めて超音波の送受信を行ってもよいし、すでに得られ
ている受信波に基づいて弾性特性を計測してもよい。なお実施形態１を例に説明したが、
上述の処理は実施形態２の処理に対しても適用可能である。
【０１３５】
　実施形態１および２においては、いわゆるラック＆ピニオン方式で振動子３０を超音波
プローブ１３内で移動させるとしたが、これは例である。モータ１１１および／またはモ
ータ１１３とケース５０とをベルトで結び、モータの回転によってベルトを巻き、または
送ることにより、ケース５０および振動子３０の移動および回転を制御してもよい。また
、駆動装置であるモータの種類も任意であり、たとえばリニアモータやボイスコイルモー
タを用いてもよい。使用するモータの駆動方式に応じて、振動子３０を移動させるための
超音波プローブ１３内の構造を変えることは当業者であれば容易である。
【０１３６】
　なお、プローブまたは超音波診断装置の本体にスイッチ（図示せず）を設け、超音波プ
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ローブ内の振動子の移動および／または回転を行うか否かを切り替えられるようにしても
よい。プローブの使用に熟達した操作者であれば、表示された弾性特性の画像を見れば弾
性特性の測定結果が正確といえるか否か、すなわちプローブが適切に配置され、血管の断
面中心において血管の弾性特性が測定されているか否かを容易に判断できるためである。
中心位置の判定処理を行うか否かを切り替えることができることにより、超音波診断装置
を使用者の習熟度に応じて動作させることができ、利便性を高めることができる。
【０１３７】
　図１０および図１６を参照しながら説明した中心位置を特定する処理のうち、振動子３
０を移動させて反射強度を取得する処理は、他の測定、たとえば、血管３の形状測定や、
血管３の直径測定にも利用できる。これは、測定した形状からも血管の中心位置を特定で
きることを意味する。血管３の形状を測定する処理に利用するときは、血管３の長軸に沿
って複数の断面の形状のデータを蓄積することにより、形状データを取得する。形状デー
タは、血管３が心拍によって変化する血管３の前壁の厚さ変化を含んでもよい。また血管
３の直径を測定する処理は、これまで説明した中心位置における血管３の超音波プローブ
１３に近い側の壁からの反射波と、遠い側の壁からの反射波との差を演算することによっ
て実行される。上述の反射強度を取得する処理を、超音波プローブ１３が被験者の体表に
当てられたときに予め実行しておくと、その後の処理を迅速に行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３８】
　本発明の超音波診断装置は、生体組織の性状特性および形状特性の測定に好適に用いら
れ、正確な弾性特性の測定に適している。また、血管壁の弾性特性を測定し、動脈硬化病
変の発見や動脈硬化の予防に好適に用いられる。
【符号の説明】
【０１３９】
　１　血管外組織
　２　体表
　３　血管
　４　血管前壁
　５　血液
　１１　超音波診断装置
　１２　血圧計
　１３　超音波プローブ
　１４　送信部
　１５　受信部
　１６　遅延時間制御部
　１７　位相検波部
　１８　フィルタ部
　１９　演算部
　２０　演算データ記憶部
　２１　表示部
　２２　心電計
　２３　強度情報生成部
　２４　中心位置判定部
　２５　プローブ制御部
　２６　制御部
　３０、３５　振動子
　３１　形状測定値演算部
　３２　性状特性値演算部
　４０　血管壁
　４１　ＲＯＩ
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　５０　ケース
　１１０、１１２　ラック
　１１１、１１３　モータ

【図１】

【図２】

【図３】
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